
 

熊本県新型コロナウイルスワクチン早期接種対象者に 

関する基本的な考え方 

 

市町村におかれましては、新型コロナウイルスワクチンの一般接

種における円滑な接種のために、下記の基本的な考え方を参考に早

期接種対象者を定めるなど、接種を希望する県民への接種促進に努

めていただきますようお願いします。 

なお、住民サービスに欠かせない事業者など、既に市町村独自に

早期接種対象者等を定めている場合、また、今後加える場合は、地

域の実情に応じて御対応いただきますようお願いします。 

 

記 

 

次の者を参考に早期接種の予約受付期間を設けるなど、効果的な

接種体制を整備し、接種を進める。 

 

・高齢者及び障がい児･者の居宅･施設サービス事業所等の従事者 

・乳幼児･児童生徒等との接触機会が多い保育士や教職員等 

・県民の安全・安心を担う警察官や消防職団員等 

・「熊本感染防止対策認証店（申請中含む）」の従業員 

 

 

令和３年６月２４日   

熊   本   県   


